
【参考資料】 

福祉・介護人材の処遇改善事業費交付金の請求及び支払の流れ 

 

 

１．報酬の総額が障害児施設給付費、障害児施設措置費の場合  

（県事務処理要領第２の２及び２の３） 

 

① 高知県内の事業所で、他都道府県からの利用者（受給者証を他都道府県等が発行）を受け入

れている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高知県以外の事業所で、高知県からの利用者（受給者証を高知県が発行）を受け入れている

場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2 給付費の 
支払  

④-1 給付費請求 
内容の確認 

④-2 
交付金の 
支払 

③給付費の請求 

高 知 県 

②対象事業者 
承認通知 

①事業者承認 
申請 

他都道府県等 

事 業 者 

③交付金の 
請求 

④-2 給付費の 
支払  

④-1 給付費請求 
内容の確認 

④-2 
交付金の 
支払 

③給付費の請求 

他都道府県等 

②対象事業者 
承認通知 

①事業者承認 
申請 

高 知 県 

事 業 者 

③交付金の 
請求 



２．報酬等の総額が重症心身障害児（者）通園事業による委託契約に基づく場合  

（県事務処理要領第２の４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．報酬等の総額が精神障害者社会復帰施設等運営費補助金による場合  

（県事務処理要領第２の５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥交付金の 
支払 

高 知 県 

②対象事業者 
承認通知 

①事業者承認 
申請 

事 業 者 

⑤交付金の 
請求 

③交付金の 
交付申請 

④交付金の 
交付決定 

通園事業の委託契約額

に変更がある場合は、

交付金の交付額も変わ

ってきます。 

変更契約等については

県担当者に確認してくだ

さい。 

（要領第２の４)   

⑥交付金の 
支払 

高 知 県 

②対象事業者 
承認通知 

①事業者承認 
申請 

事 業 者 

⑤交付金の 
請求 

③交付金の 
交付申請 

④交付金の 
交付決定 

運営費補助金の交付決

定済額に変更がある場

合は、交付金の交付額

も変わってきます。 

それぞれの変更手続き

等については県担当者

に確認してください。 

（要領第２の５)   


